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感覚統合を養う環境構築のための要求条件に関する検討

小林 明美1,a) 青木 良輔1 宮田 章裕1 渡部 智樹1 田中 清1 山田 智広1

概要：近年，子どもの身体的器用さやコミュニケーション能力の低下が問題視され始めている．文献調査
や作業療法士へのヒアリングで，触れる機会が増加しているデジタルデバイスの操作だけでは感覚統合を
十分に養えないこと，及び感覚統合が養われないと子どもの前記能力に影響があることが示唆された．本
研究の目的は，デジタルデバイスが存在する屋内で感覚統合を養える環境を実現することである．本稿で
は感覚統合理論の知見を用いて，感覚統合理論で着目されている触覚，固有受容覚の発達・統合を促すた
めの環境を実現するための要求条件を整理した．その結果，触覚経験を豊かにすることや全身と細かな運
動の両方を行うことができる環境に加えて，子どもに楽しさや達成感を与えることができる環境が必要で
あることが確認された．さらに，デジタルデバイスとアナログデバイスの連携により子どもの自発的動機
付けを高め，感覚統合を養うアイディアを紹介する．

1. はじめに

近年，不器用な子どもや人とのコミュニケーションが苦

手な子どもの増加が問題視されている．全国の公立小・中

学校の通常学級において，知的発達（知能指数）に遅れは

ないものの学習面や行動面で著しい困難を示すと担任教師

が回答した児童生徒の割合は 6.3%となっている [1]．これ

らの子どもは発達障がいのある可能性が考えられており，

不器用な状態についても，発達性協調運動障がいという発

達障がいである可能性がある．しかし，上記割合に入って

いない子どもでも，担任教師が気づいていないだけで発達

に何らかの問題を抱えている，いわゆるグレーゾーンと呼

ばれる子どもは多くいると考えられている [2]．

一方ここ数年で，0歳から 6歳までの乳幼児がいる家庭

においてもタブレットやスマートフォンの普及率は高く

なっており，子どもが TVやスマートフォン，タブレット

などのデジタルデバイスに触れる年齢は若年化する傾向に

ある [3]．加えて日曜日の平均 1～3時間程度，デジタルデ

バイスが子どもに利用されているという報告もある [4]．し

かし，子どもがデジタルデバイスばかりに集中してしまう

と，子どもは身体を動かさなかったり，画面表面しか触ら

なかったりする．これにより，子どもは体を動かしたり，

様々な形状や感触のものに触ったりつかんだりする機会が

減る．これはすなわち，自分の内外から受ける複数の感覚
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情報を脳内で処理し，協調・統合させる機会や，その結果

として起こる運動の機会が減っていることを意味する．感

覚情報の処理や複数感覚間の協調・統合と，それに伴う運

動の発達を感覚統合と呼ぶが，感覚統合によって子どもは

上手く自分の体を動かせるようになるだけでなく，その発

達過程において，触れたものの力加減から相手との距離感

を学んでコミュニケーションをとれるようにもなる．以上

のことから，子どもがデジタルデバイスばかりに集中して

いると，感覚統合を養うことが難しいために，子どもの身

体的器用さとコミュニケーション能力に影響があることが

推察される．

しかし，子どもがデジタルデバイスを利用する良い面も

多く存在する．デジタルデバイスは，子どもの興味を引き

やすい様々なコンテンツを提供でき，学習効果を高められ

る点で効果的である [5]．また，いつでもどこでも使えるた

め，子どもも親も利便性を感じている．現在デジタルデバ

イスが日常生活に浸透している状況において，今後子ども

にデジタルデバイスを触らせないようにするのではなく，

デジタルデバイスが存在していても感覚統合を養うことが

できる環境を作ることで，デジタルデバイスの利便性を活

かせることが重要だと考える．

本研究の目的は，デジタルデバイスが存在していても子

どもの感覚統合を養うことができる環境を実現することで

ある．そのため，子どもの発達を支援する発達支援のうち，

障がいがある子どもの生活上の困難を軽減させ，成長を支

える治療教育（療育）の知見を利用する．療育では，子ど

もの発達のつまづきを早期に発見し，早期から対応するこ

とが求められる [6]．療育方法はいくつか存在するが，本
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研究ではその一つである感覚統合療法に着目した．感覚統

合療法に着目した理由は，感覚統合の過程が一般的な子ど

もの発達の過程であり，感覚統合療法で行われている活動

が，発達障がい児のみならず，広く子どもの発達を促すも

のであるため，子どもの発達支援として利用できるからで

ある [7]．主な子どもの対象は，乳幼児から学齢期児童のう

ち，一般的に感覚統合の過程が進むとされる１～６歳の幼

児とし，その子に発達障がいがあるかにはよらない．

デジタルデバイスを利用しながら感覚統合を養うことを

考えた際，現状存在するデジタルデバイスの利用だけでは，

直接感覚統合を養うことは難しい．将来感覚統合を養うデ

ジタルデバイスが開発されることや，現在でも直接ではな

ければ何らかの貢献ができることが期待される．そのため

に，本稿では感覚統合を養うためにはまずどのような環境

が構築されるべきか，デジタルデバイスがどのように関わ

ると良いのかを検討するために感覚統合療法，デジタルデ

バイスによる支援についての文献調査を行った．そして，

文献調査結果の考察から，感覚統合を養うために構築すべ

き環境の要件を，想定シーンに合わせて整理した．ここで，

想定シーンは日常の屋内を想定している．最後に要件を満

たすアイディアを提案する．

本稿の構成を以下に述べる．まず 2章では感覚統合療法

について，その理論と療法について簡単に述べた後，必要

とされる要件や課題について述べる．次に 3章では，デジ

タルデバイスによる支援について利点と課題について述べ

る．4章では，感覚統合を想定シーンに合わせて提供する

ための要件について整理し，考察を行った．その結果要件

を満たすアイディアを二点提案する．最後に 5章でまとめ

と今後について述べる．

2. 感覚統合理論とその実践

2.1 感覚統合療法

感覚統合療法は，1972年にアメリカの作業療法士エアー

ズによって提唱された [8]．感覚統合療法は，自身の内外か

ら刺激された感覚情報を処理し，複数の感覚情報を協調・

統合させることによって，人と環境とが上手く関われるよ

うにすることを目的としている．感覚統合療法は学習障が

いの子どもを理解するための療育方法として提案され，そ

の後発達障がいの子どもに向けた作業療法として療育の現

場で取り入れられ，アメリカから日本国内へ伝わった．本

来，感覚統合療法は個別的療法として用いられるが，療育

施設においては広く応用的に活用されており，発達障がい

児のみならず，健常児にも広く活用できるものである [7]．

それは，感覚運動機能を養う活動のアイディアは，子ども

の発達を促すための援助法として有用であり，感覚統合療

法の理論が，子どもの生活上の困難の原因を理解するのに

有用なことが多いからである．

そもそも子どもの発達にとって，感覚指導の重要性は感

覚統合療法が提案される以前からも言われているが，感覚

統合理論の重要性は，大脳皮質機能の感覚や知覚，学習と

いったものに，皮質下の機能が重要な影響を与える可能性

を指摘したことである．

感覚統合について例を用いて説明する．健常児が普段椅

子に座って文字を書いているとき，体のどこをどう動かし

ているかということはあまり考えない．しかしこの行為に

は，姿勢，手指の巧緻運動と各部位の固定，感覚ー運動と

感覚感の統合などといった感覚運動能力が要求される．健

常児は基礎となるこの感覚運動能力が十分に発達している

ため，上記の行為をほぼ無意識に行うことができる．

感覚統合理論は積み上げ式の理論であり，基礎となる土

台部分に人間の感覚をおいている．土台となる感覚は，五

感として知られる視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚の他にも，

重力や体の動きを感じる前庭覚と，筋肉や関節を感じる固

有受容覚が含まれている．これらの土台となる感覚がき

ちんと育ち，さらに感覚間が統合されていくことにより，

段々と上位の脳機能が獲得できるようになる．逆に言え

ば，この基礎的な感覚が十分に発達していないと，感覚間

の統合・協調が上手くいかず，高次の脳機能に問題を生じ

る．これが発達障がいの子どもの状態であり，改善の為に

は感覚の発達と感覚間の統合を進めることが重要視されて

いる．特に感覚統合理論では，触覚・前庭覚・固有受容覚

の発達と統合に重きを置いている．図 1は [8]と [9]を参考

に，感覚と運動に関する感覚統合の発達モデルを表したも

のである．図 2は [8]と [10]を参考に，図 1で示した感覚

統合の過程と年齢を表したものである．最終段階の統合が

完成するのは 6～8歳頃で，社会生活に必要な基礎的な能

力が培われた状態である．

以上のことをまとめると，感覚統合理論とは，高次の脳

機能を支える基礎の感覚のうち，特に触覚，固有受容覚，

前庭覚に重きを置いて，それらの感覚運動の発達と統合に

よって，人が上手く外の環境に関われるようになるための

理論である．次節では，感覚統合を発達させるために挙げ

られている要件について紹介する．

2.2 感覚統合療法で示唆されている要件

感覚統合の理論的側面と療育的側面から，感覚統合を養

うための要件として以下のものが提案されている [10]．

(i) 触覚遊びを中心に組み立てられること

(ii) 回転や揺れのような前庭機能に関わること

(iii)上下肢の動きを高めること

(iv)全身運動と微細運動を進めること

(v) 協応動作が自然に図られること

(vi)姿勢反射統合の抑制や促進に有効であること

(vii)子どもの自発的動機付けを高めること

(viii)子どもが楽しんでいること
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図 1 感覚およびその統合と最終産物

図 2 感覚統合過程と年齢

(ix)子どものニーズや反応に合わせたものであること

(x) 適切な難易度のチャレンジを与えること

(xi)タスクの段階付けを行うこと

2.1節でも挙げたように，感覚統合を養うにあたっては，

触覚，前庭覚，固有受容覚に重点が置かれる．どの感覚も

単独で向上させる訳ではないが，主に (i)は触覚，(ii)は

前庭覚，(iii)は固有受容覚に関わるものである．触覚と固

有受容覚が発達することで得られる効果は二つ存在し，一

つ目は能力の幅を広げること．二つ目は弁別能力を高める

ことである．一つ目の触覚と固有受容覚の能力の幅を広げ

るために行われていることは，水や砂など感触の違う様々

な物に触れることである．二つ目の弁別能力を高めること

は，今自分が触っている物が何か，どのくらいの力加減で

触っているのかを理解することであり，弁別能力が上がる

と，身体を器用に使えるようになる．前庭覚を発達させる

ためには，トランポリンや回転椅子などで前庭刺激を与え

る活動が行われている．前庭覚の発達により，子どもはき

ちんとした姿勢をとれるようになり，歩いてもふらふらす

ることはない．

(iv)の全身運動と微細運動や， (v)の協応動作はまさし

く感覚間の統合に関わるものである．(iii)や (iv)の要件を

満たすためには体の両側の機能が分化することも大事であ

ると言われているので，体の正中線を超えて両手や両足が

関わり合うことが大切である．

実際に感覚統合を養って自分の能力とするためには，子

どもが楽しんでいることが大事で，あくまで遊びの一環と

して自分から外の環境に働きかけることが重要であると言

われており，誰かに強要されてやったのでは，感覚統合は

促進されない．そのため，いかに子どもをその気にさせる

かがポイントになっている．このポイントを考慮した要件

として，(vii)，(viii)のような子どもの自発的動機付けを高

めることと，子どもが楽しんでいることが挙げられる．実

際には，関わる大人自身も楽しむことが大事である．

実際の療育現場では，(ix)にもあるように，子どものニー

ズや反応を観察しながら，子どものどこが発達しており，

どこに問題があるかを考えながら指導は組み立てられて

いる．

子どもに達成感を与えることと，次に挑戦しようとする

意欲を湧かせることも重要である．そのためには，困難と

容易の間にある適切な難易度のチャレンジを与えることが

大切であり，タスクに段階付けを行い，子どもが現状を理

解して次に進もうとすることをサポートする必要がある．

これが (x)，(xi)の要件に対応する．

3. デジタルデバイスによる支援について

この章では，感覚統合を養う環境にデジタルデバイスが

どう寄与できるかを検討するために，アプリや関連研究に

ついて述べる．

近年の教育現場では，子どもが困難と感じる能力の代替

手段としてデジタルデバイスが利用され始めている [11]．

例えば，文字を書き写すことが難しい子どもにとって，黒

板や連絡事項を書き写すことは大変労力のいる作業であ

る．その代わりに，携帯のカメラ機能を利用して写真を撮

ることで記録してもらうようにしたり，キーボードを使っ

て文字を入力してもらうようにすることで，子どもは文字

を書き写すという作業に大きな労力を割くことなく授業に

集中できる．それ以外にも，文字を読むことが難しい子ど

ものために音声読み上げ機能を利用してもらうなど，その

子の特性に合った支援が提供されつつある．

教育現場に限らずとも，スマートフォンやタブレットで

使えるアプリもたくさん出てきている．例えば，ビジョン

トレーニング １ *1 といったアプリでは，読み書きやボー

ルをキャッチできない子どもに視覚的な問題があると考

え，子どもの視知覚や目と手の協調機能を鍛えることを目

的にしている．自閉症の子どもの社会的相互作用を高める

ためのアプリの研究 [12]も多く存在し，それらのアプリに

対する評価研究 [13]なども行われている，これらのアプリ

は，アプリを用いて子どもが創造したり，表現したり，共同

*1 https://itunes.apple.com/jp/app/id427923481?mt=8
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作業を行うことを通して，子どもの社会的相互作用が高ま

るようにデザインされている．アプリを利用した場合の方

が，アプリを利用しない作業よりも，子どもたちはより多

くの言葉を発したり，行動を行うことも示されている [13]．

これにより，デジタルデバイスを共同作業に上手く利用す

ることによって，子どもの社会的相互作用が高まることが

可能であることが分かる．視機能や目と手の協調，社会的

相互作用の他にも，注意欠陥多動性障がいの子どものため

に注意を促すソフトに関する研究開発 [14]など，子どもの

特性に合わせて様々な種類の物が用意されている．

これらのアプリやソフトを使えば，現実では多くの道具

を準備する必要があったり，成績を記録しておかなければ

ならないようなケースであっても，道具の用意もいらず，

成績も自動的に記録することが可能で，効率的に支援を行

える．また，音や映像で様々な効果を与えることができる

ことや，ゲームフィケーションの要素を取り入れることも

容易になったため，子どもが楽しみながら訓練を受けるこ

とができることも大きな利点である．そしてデジタルデバ

イスを用いると，現実では表現できないことや体験できな

いことでも，デジタル上の世界で表現され，疑似体験する

ことが可能である．

このように，子どもの視知覚や目と手の協調，コミュニ

ケーション能力の発達を促すことや，視聴覚面での豊かな

フィードバック，ゲーミフィケーション要素を取り入れる

ことに関しては，デジタルデバイスが上手く利用できる．

しかし，感覚統合で重要視されている触覚，固有受容覚，

前庭覚に関しては，現段階では十分に発達を促せていない

と考えられる．それは，前庭覚に関してはトランポリンな

どの子どもに前庭刺激を入れる道具が必要であるという理

由と，触覚や固有受容覚に関しては，デジタルデバイスの

利用によって，指を動かすことは上手にできるようになる

が，様々な触感や力加減を学ぶことはできないためである．

しかし，力加減がうまくできないと道具を上手く扱ったり

することができない．感覚統合理論に着目して，感覚統合

を養うためのソフトに関する研究も存在しているが，端末

を回転させたりたたく操作にとどまっており，感覚統合の

要件から見ると，様々な触感を与えたり力加減を学ばせる

ことはできていない [15]．

そのため，デジタルデバイスで触覚や固有受容覚を発達

させようとした場合，2.2節での感覚統合を養うための要

件から，力加減や触感の変化に対応するデバイスが存在す

ると良いことが考えられる．感覚統合に関する取り組みで

はなくとも，触覚を擬似的に提示可能なデジタルデバイス

の研究開発は，現在までに数多く行われてきている．感覚

統合の観点からの応用できそうな物として，触覚や固有受

容覚を提示可能なデバイスなどが存在する [16], [17], [18]．

入院中の子どもや発達障がいの子どもを対象とした力覚提

示デバイスなども存在している [19], [20]．しかし，これら

のデバイスは一つの機能には特化していても，それを広く

感覚統合を養うために利用するためにはまだ不十分であ

る．そのため，感覚統合を養うためには，将来触覚や固有

受容覚を十分に発達させられるような固さや触感が自由に

変化するようなデバイスが研究開発されることを待つか，

実際にあるおもちゃなどを利用して触ってもらい，フィー

ドバックをデジタルデバイスで工夫するということが，現

段階で想定されるデジタルデバイスの利用方法だと考えら

れる．その例として，ActiveCubeと呼ばれるブロックを

用いて，組み立てタスクを行うことにより，発達性協調運

動障がいの客観的な診断とリハビリを行おうとするものが

あり [21]，実際にものに触れながら子どもに楽しませて行

うことができる点を強みとしている．ActiveCubeは，ブ

ロック内にセンサやアクチュエータなどが入っており，ブ

ロックを組み立てるとリアルタイムでコンピュータ内に３

次元形状がモデリングされるものである．

4. 要件定義

本章では，2章で述べた感覚統合を養うための要件と，3

章で述べたデジタルデバイスによる発達支援の動向から，

感覚統合を養うためにはどのような環境が構築されるべ

きかについて，想定シーンに合わせて要件をまとめる．そ

して，要件について考察し，デジタルデバイスの関わり方

について検討する．最後に要件を満たすアイディアを提案

する．

4.1 想定シーン

本研究での対象ユーザは，一般的に感覚統合の過程が進

むとされる１～６歳の子どもをメインターゲットとする．

その際，子どもが発達障がいを持っているかにはよらない

が，図 1，図 2で示す感覚統合レベル Iをクリアできてい

る子どもを対象とする．なぜなら，この段階がクリアでき

ていないと触覚防衛反応と呼ばれる，触ったり触られたり

することに対して極度の拒否や過剰の反応が出てしまい個

別の療育が必要なため，今回検討の前提となるデジタルデ

バイスが関わる事が困難だと考えられ，この段階以下の子

どもは対象とできないからである．

このとき，最初の想定シーンとして，自宅や幼稚園など

の屋内を想定する．その理由としては，療育や支援活動は

なるべく毎日継続して行うことが望ましいとされており，

子どもは屋内で過ごす時間が長いからである．しかし，支

援する側の親や幼稚園の職員など保護者のことを考える

と，保護者にとって子どもを支援するためのプログラムを

毎日継続して行わなければならないことは負担になること

が容易に想像できる．このとき，保護者がずっと子どもを

見ていられなくても，自然に感覚統合を養う環境が実現で

きれば良いと考えられる．

感覚統合理論によると触覚，固有受容覚と前庭覚を養う
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必要があるが，この想定シーンを考えた際に，例えば一般

家庭では，前庭覚を養うような大がかりな装置の導入は敷

居が高いと考えられる．そのため幼稚園だけでなく，家庭

内でも導入しやすく，比較的家庭内に今あるもので養うこ

とが可能な，触覚と固有受容覚に絞り込んで要件をまとめ

ていくことにする．

4.2 要件定義

上記の想定シーンに基づいた環境の要件定義を行うため

に，2.2節の 11の要件を想定シーンに合わせてブレークダ

ウンする．

本研究の目的は個別の療育ではなく，感覚統合療法で行

われる活動を利用して，子どもの発達支援を行うことであ

り，姿勢反射統合については個別療育の面が強いことから

検討の対象外とする．

協応動作を自然に図るため，一つの物に集中するのでは

なく，複数の物を一緒に扱ったりするなど，複数の感覚を

一緒に養えることが必要である．今回は屋内という想定か

ら特に上肢に着目しており，腕の機能の分化のためには体

の正中線を超えて両手が関わり合うこと ((iii)，(iv))が大

切である．

これに加えて，子どもの社会性を育てるため，デジタル

デバイスを利用する際に，デジタルデバイスと子どもとの

間で関係が閉じてしまわないように，他者との共同作業や

コミュニケーションを図るようにすることが大事となる．

子どものコミュニケーションの相手は最初は親だが，段々

と友達になっていく．人とコミュニケーションするために

は，臨機応変の対応が必要となるが，そのためには一つの

専門的なことに特化せずに，やり方次第で色々な使い方が

見いだせるものが望まれる．上記で述べていない 2.2節の

残りの要件についても，2.2節で述べたように感覚統合を

養うためには必要なので，上記で述べた要件を重視しなが

ら，残りの要件もきちんと満たすようなデザインを検討す

る必要がある．

以上から，想定した屋内という利用シーンにおいて，触

覚，固有受容覚を養うための要件を以下のように提案する．

文末の数字は 2章の感覚統合の要件に対応する．

( 1 ) 触覚経験を豊かにすること · · · (i)
( 2 ) 両手を上手く使えること · · · (iii), (iv)
( 3 ) 全身を使えること · · · (iii), (iv)
( 4 ) 一つの物だけでなく，複数の物を一緒に使えること · · ·

(iii), (v)

( 5 ) 子どもの自発的動機付けを高めること · · · (vii)
( 6 ) 子どもが楽しんでいること · · · (viii)
( 7 ) 子どものニーズや反応に合わせたものであること · · ·

(ix)

( 8 ) 適切な難易度のチャレンジを与えること · · · (x)

( 9 ) タスクの段階付けを行うこと · · · (xi)
( 10 )一つの機能に特化せずに色々な対応ができること

( 11 )親や友達との社会的相互作用を高めること

以上をまとめると，触覚，固有受容覚を養うためには，

触覚経験を豊かにすることや，正中線を超えて全身と細か

な運動の両方を行うことができる環境に加えて，子どもに

楽しさや達成感を与えることができる環境が必要である．

4.3 考察と提案

次に，これらの要件について考察する．発達障がいのあ

る子どもは，うまく力加減ができないと言われている．例

えば強い力を入れると壊れてしまうことが頭では分かって

いても，力を入れすぎて壊してしまうといったように，上

手く自分自身の中で感覚が統合されていないのである．そ

のため，触覚経験（要件 1）の中でも，力加減を高めるも

のが大事であることが推測される．

現在のデジタルデバイスについて考えると，全体の要件

に対してデジタルデバイスが大きく貢献できる所は，主に

達成感や楽しさを与える要件（要件 5 ∼ 9）に対してと，共

同作業により社会的相互作用を高める要件（要件 11）に対

してだと考えられる．これに加えて，デジタルデバイスか

ら子どもへのフィードバックとして，上記要件に合った運

動を促すことも可能であると考えられる．

最後に，要件定義を満たす環境実現に向けてのアイディア

の提案を行う．一つ目は，実際にあるものを触って，フィー

ドバックをデジタルデバイスで行う方法である．特に要件

の中でも優先度が高いと考えられる力加減（要件 1）を，子

どもに理解しやすいフィードバックを行うことで訓練する

方法が考えられる．

また，子どもの状態に合わせて上記要件に合った運動を

デジタルデバイスからのフィードバックで促すことも可能

であると考えられる．そのため二つ目として，センサー情

報を利用することによって子どもの状態や発達段階が自動

的に取得できる環境構築を提案する．これにより，実際に

行ったこととその効果が定量的に評価できるようになる

と，感覚統合療法の課題の一つとして挙げられている定量

的評価の難しさに対して貢献できると考えられる．

自閉症児の攻撃，自傷行為，破壊行動を，四肢にウェアラ

ブル端末をつけて加速度の検出から求める研究もある [22]．

しかし，子どもが足につけるのを嫌がったりするなど問題

はあり，ウェアラブル端末に限らずとも子どもが興味を示

しやすいおもちゃや部屋に何かしらのセンサーを取り付け

ることにより非接触にとれる環境を構築したい．

5. まとめ

感覚統合の観点からデジタルデバイスを利用することに

よる子どもの発達支援ができる環境について検討した．療
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育として行われている感覚統合療法に着目し．発達支援と

しての感覚統合の知見を活かして，早期から子どもの発達

を支援する環境構築のための要件を整理した．本稿では屋

内を想定シーンとし，触覚と固有受容覚を発達・統合を促

すための環境の要件整理をした．その結果，触覚経験を豊

かにすることや，正中線を超えて全身と細かな運動の両方

を行うことができることを要件として挙げた．また，子ど

もに楽しさや達成感を与えることができる環境が必要であ

ることも要件として挙げた．現在，デジタルデバイスが貢

献している部分は子どもに達成感や楽しさを与える要件に

対してであるが，子どもに要件を満たすような運動を促す

ことも可能であると考えられる．また，触覚経験を養う場

合には，特に子どもの力加減を学べるようにすることが大

事であると考えられる．

今後，これらの要件を満たすアイディアを実装していき

たい．主には以下の二点を実装していきたいと考えてい

る．一つ目は，要件の中でも優先度が高いと考えられる力

加減を，子どもに理解しやすいフィードバックを行うこと

で訓練する方法である．今後，子どもにとって理解しやす

いフィードバックとはどういうものなのかを検討していき

たい．もう一つが，子どもが興味を示しやすいおもちゃや

部屋に何かしらのセンサーを取り付けることにより，子ど

もの状態や発達段階を，非接触に自動的に取得できる環境

である．そのために，何の状態をどの精度で取得できれば

子どもの発達段階を効果的に判断可能なのか，今あるセン

サーを組み合わせて何の情報を取得可能なのかを今後検討

していきたい．

また，今回は触覚と固有受容覚に着目した要件定義をし

ているが，姿勢づくりができていない子どもなど，前庭覚

に問題を抱える子どももいるため，今後は前庭覚に関して

デジタルデバイスが関われる方法があるかについても検討

していきたい．
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